
海賊対策連絡調整室の業務について海賊対策連絡調整室の業務について

○自衛隊の海上警備行動等

海事局
海賊対策連絡調整室

○船舶運航事業者との連絡調整
（申請内容（保護対象船舶）に関する事実確認等）

防衛省 船舶運航事業者
（申請）

（申請事項に
関する連絡）

（平成２１年１月２２日 与党・海賊対策等に関するプロジェクト・チーム中間とりまとめ）

具体的な保護の対象に関する船舶運航事業者等との連絡調整に関しては、
国土交通省が当たるものとする。


